市営住宅入居希望者登録申請書

（空室が発生した際に本人へ文書又はメールにて連絡するための登録です）    №       
	申請日
	  年     月     日（   ）

	入居希望者
住所及び連絡先
	〒
                      （　　-　　　-   )

	入居希望者
氏　名
	

	入居希望者　
勤務先住所
及び名称
	〒


	
	

	通知書送付先
	
	住所
	 〒
              　　　　　　　　　　         　         

	
	
	氏名
	

	
	
	メールアドレス
	メールでの案内希望の方はアドレスを記入してください
（携帯可）
　　　　　　　　　　　　　＠


· 太枠のみ記入してください
	本人への
通知日

	第1回募集

    年    月    日 発送
	割印

	
	第２回募集

    年    月    日 発送
	割印

	
	更新通知
    年    月    日 発送
	割印


	有効期限
	令和　　年　３月３１日　　　


○記載事項に変更が生じた場合は、管理課までご連絡ください。

※募集案内通知は、通知書送付先住所・氏名あてに送付します。
　変更の連絡がない場合、通知が届かないこともあります。
○市営住宅入居申し込みの際に、県税・市税及び市に支払うべき料金等に滞納があった場合には、受付をすることができません。

【問い合わせ先】
守谷市役所　都市整備部　管理課　道路管理グループ

TEL:0297-45-1111(代表)　内線２５８・２５９・２１８
	課　　長
	課長補佐
	係　　長
	グループ

	
	
	
	


市営住宅入居希望者登録制度についての注意事項

【守谷市居住により登録された方へ】

①通知を送る際に、住民登録の確認をいたします。守谷市居住により登録されていた方が市外に転出した場合は、転出した時点で守谷市の住民登録者でなくなるため、市営住宅に関する通知は送付いたしません。
②転居などにより市内で住所が変更になった場合、必ず管理課に変更の連絡をしてください。通知については、登録いただいた通知先に送付いたしますので、通知が戻ってきた場合、再送付はいたしません。

③氏名が変更になった場合、必ず管理課に変更の連絡をしてください。
　通知については、登録いただいた宛名で送付いたしますので、通知が戻ってきた場合、再送付はいたしません。

【守谷市在勤により登録された方へ】

①勤務先が変わった場合、必ず管理課へご連絡ください。

②勤務先が守谷市以外になった場合、市営住宅に申し込むことができなくなりますので、登録者制度の解除手続をすることになります。
　必ず勤務先変更のご連絡をください。

【共通事項】

①市営住宅に関する通知が必要なくなった場合、必ずご連絡ください。

②メール登録した場合、登録いただいたアドレスに、１ヶ月以内に確認通知を送信いたします。１ヶ月以内に届かなかった場合は、受信できなかった旨をご連絡ください。
③メール登録をされた方については、入居者募集のご案内はメールのみの配信となります。

④この制度は、市営住宅に空きが出た場合に案内を送付するためのものです。市営住宅の申し込みではありません。入居申し込みする場合は、申し込み期間内に別途手続きが必要となります。

⑤この制度は１年更新になります。３月３１日で有効期限が切れますので、引き続き通知が必要な方は、改めて登録してください。
